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基準費用額（食費）等の引き上げ

長崎市福祉部 介護保険課 給付係

令和７年度 集団指導資料



１．基準費用額（食費）について
• 介護保険法において、介護保険施設等における食事の提供又は居住等に要する費用

の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければ
ならないこととされている。

• 近年の食材料費の上昇や、令和７年度介護事業経営概況調査において、食事の提供
に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和９
年度介護報酬改定を待たずに基準費用額（食費）を１日当たり100円引き上げる。

２．負担限度額について
• 負担限度額（食費）については、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、

利用者負担第３段階①の利用者は１日当たり30円、利用者負担第３段階②の利用者は
１日当たり60円引き上げる（利用者負担第１段階及び第２段階は、負担限度額を据え
置き、利用者負担が増えないようにする）。

• 所得段階間の均衡を図る観点から、利用者負担第３段階②の利用者の負担限度額
（居住費）を、1日当たり100円引き上げる。

３．施行時期について
• 令和８年８月とする。

2



3



現
行

R8年
8月~

4



5

参考


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5

